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お
知
ら
せ
し
ま
す

お
知
ら
せ
し
ま
す

　

谷
和
原
郵
便
局

　
　
　
　

年
金
相
談

　

谷
和
原
郵
便
局
で
は
、
毎
月
無
料

の
年
金
相
談
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
予
約
方
法
＝
事
前
に
電
話
で
お
申

　

し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
16
日
㈰　

午
前
９
時

　

〜
午
後
４
時

▼
場
所
＝
谷
和
原
郵
便
局

※
年
金
請
求
書
の
作
成
、
届
出
代
行

な
ど
の
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
郵
便
局
は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
商

品
・
サ
ー
ビ
ス
を
取
り
扱
う
銀
行
代

理
業
者
で
す
。

　
　
　

谷
和
原
郵
便
局　

☎
52 

‐

２
０
０
１
問
申

　

税
理
士
に
よ
る

　
　

     

無
料
税
務
相
談

　

関
東
信
越
税
理
士
会
土
浦
支
部
で

は
、
税
に
関
す
る
無
料
相
談
を
行
い

ま
す
。

　

予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前

に
電
話
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
日
時
＝
12
月
９
日
㈫
・
16
日
㈫

※
１
人
、
40
分
程
度

▼
場
所
＝
関
東
信
越
税
理
士
会
土
浦

　

支
部
税
務
相
談
所
（
土
浦
市
東
真

　

鍋
町
２
‐
５　

土
浦
市
民
会
館
東

　

隣
）

※
相
談
予
約
受
付
時
間
は
、
月
〜
金

曜
日
、
午
前
10
時
〜
午
後
２
時
（
祝

問
申 日
を
除
く
）
で
す
。

　
　
　

関
東
信
越
税
理
士
会
土
浦

支
部　

☎
０
２
９
‐
８
２
４
‐

５
０
５
５

土
浦
調
停
協
会

　
　

無
料
調
停
相
談
会

▼
日
時
＝
11
月
29
日
㈯　

午
前
10
時

　

〜
午
後
３
時

▼
会
場
＝
土
浦
『
二
中
地
区
コ
ミ
ュ

　

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
』（
土
浦
市
木
田

　

余
１
６
７
５
）

▼
相
談
内
容
＝
（
家
事
）
夫
婦
・
親

　

子
・
相
続
な
ど
の
家
庭
問
題

　

(

民
事)

土
地
建
物
・
交
通
事
故

　

や
金
銭
問
題
な
ど
で
お
悩
み
の
方

　

を
対
象
に
、
土
浦
調
停
協
会
所
属

　

の
調
停
委
員
が
そ
の
手
続
き
に
つ

　

い
て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
受
付
＝
当
日
、
先
着
順
に
行
い
ま

　

す
（
予
約
不
要
）。

　
　

土
浦
調
停
協
会
（
裁
判
所
土
浦

支
部
内
）　

☎
０
２
９
‐
８
２
１
‐

４
３
４
７

問農
業
委
員
会
各
種
申
請

　

11
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
11
月
10
日
㈪
〜
14
日
㈮

※
定
例
総
会
は
、
11
月
25
日
㈫
の
予

定
で
す
。

問
　
　

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事

務
局　

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線

８
１
２
０
〜
８
１
２
２
）

　

茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
か

ら
、
平
成
27
年
度
に
小
学
校
に
入
学

す
る
ひ
と
り
親
家
庭
（
母
子
・
父
子

家
庭
）
の
お
子
さ
ん
に
、
ラ
ン
ド
セ

ル
を
贈
呈
し
ま
す
。
な
お
、贈
呈
は
、

今
年
の
み
で
、
来
年
の
贈
呈
予
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

該
当
す
る
お
子
さ
ん
の
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
で
、
ラ
ン
ド
セ
ル
を
希
望

す
る
保
護
者
の
方
は
、
つ
く
ば
み
ら

い
市
母
子
寡
婦
福
祉
会
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ラ
ン
ド
セ
ル
の
色
は
赤
・

黒
の
２
色
と
な
り
ま
す
。

　

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申

込
み
人
数
が
多
数
の
場
合
は
、
先
着

順
と
な
り
ま
す
。

　

贈
呈
日
は
、
後
日
お
知
ら
せ
い
た

し
ま
す
。

▼
申
込
み
期
間
＝
11
月
5
日
㈬
〜
25

　

日
㈫

▼
必
要
事
項
＝
保
護
者
名
・
子
ど
も

　

名
（
生
年
月
日
・
性
別
）・
住
所
・

　

連
絡
先

　
　
　

つ
く
ば
み
ら
い
市
母
子
寡

婦
福
祉
会　

豊と
よ
し
ま島　

朝･

夕
☎
58

‐
０
０
８
５
／
日
中
☎
０
９
０
‐

１
８
０
９
‐
０
０
８
５ 

ひ
と
り
親
家
庭
の

　
　

新
入
学
児
童
に

ラ
ン
ド
セ
ル
を
贈
呈
し
ま
す

問
申

歯
の
何
で
も
電
話
相
談

　

普
段
、
歯
医
者
さ
ん
に
聞
け
な
い

こ
と
・
入
れ
歯
の
こ
と
・
子
ど
も
の

歯
の
悩
み
・
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
・
矯
正
・

口
臭
の
悩
み
・
顎
関
節
症
・
歯
周
病
・

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
の
仕
方
・
料
金
の
こ

と
な
ど
、
歯
に
関
す
る
悩
み
や
質
問

を
無
料
で
電
話
相
談
い
た
し
ま
す
。

　

匿
名
で
結
構
で
す
の
で
、
お
気
軽

に
お
電
話
く
だ
さ
い
。
茨
城
県
保
険

医
協
会
歯
科
医
師
が
ご
相
談
に
応
じ

ま
す
。　
　
　

▼
日
時
＝
11
月
９
日
㈰　

午
後
１
時

〜
午
後
４
時
ま
で

▼
受
付
電
話
番
号
＝
０
２
９
‐

８
２
３
‐
７
９
３
０

　
　

茨
城
県
保
険
医
協
会

～ハガキやメールなどで身に覚えのない請求を受けた時は、市消費生活センター（☎25－3288）までご連絡ください～

問

 

悪
質
な
投
資
勧
誘
に

　
　

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

悪
質
な
業
者
に
よ
る
未
公
開
株
な

ど
の
詐
欺
的
な
投
資
勧
誘
の
被
害
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
不
審
な
投
資
勧

誘
を
受
け
た
場
合
に
は
、
す
ぐ
水
戸

財
務
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　

関
東
財
務
局
水
戸
財
務
事
務
所

理
財
課　

☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐

３
１
９
５　

平
日
午
前
８
時
30
分
〜

正
午
、
午
後
１
時
〜
５
時

問女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
　
　
　
　
　

強
化
週
間

　

人
は
み
ん
な
人
権
が
あ
り
ま
す
。

（
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）


